
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

二

九

号

小
泉
政
権
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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小
泉
政
権
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
小
泉
政
権
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
答
弁
、
以
下
「
十
一
月
二
十
七
日
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
不
明
な
点
に
つ
い
て
再
度
質
問

す
る
。

一

米
国
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
と
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て

�

十
一
月
二
十
七
日
答
弁
書
で
は
、
米
国
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
（
以
下
政
府
答
弁
書
に
合
わ
せ
て
「
今
回
の
テ
ロ
攻

撃
」
と
い
う
。
）
に
関
与
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
は
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ン
の
率
い
る
ア
ル
・
カ
イ
ダ
と
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
同
答
弁
書
は
、
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
が
い
か
な
る
主
義
主
張
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
政

府
と
し
て
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
に
関
与
し
た
者
の
主
義
主
張
の
内
容
を
直
接
知
り
得
る
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の

主
義
主
張
の
内
容
に
つ
い
て
、
確
定
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
米
国
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
と
国
連
憲
章
及
び
国
際
法
と
の
関
係
に
関
す
る
再
質

問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
三
年
十
月
十
六
日
答
弁
）
で
は
、
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
を
行
う
者

を
指
し
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
「
特
定
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
等
に
そ
の
受
入
れ
等
を
強
要
し
、
又
は
社
会
に

一



恐
怖
等
を
与
え
る
目
的
で
行
わ
れ
る
人
の
殺
傷
行
為
等
を
い
う
も
の
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
「
関
与
し
た
者
の
主
義
主
張
の
内
容
を
直
接
知
り
得
る
立
場
に
な
い
」
我
が
国
政
府
が
、
こ
れ
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と

判
断
し
た
根
拠
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

十
一
月
二
十
七
日
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
「
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
を
行
っ
た
者
等
に
よ
る
同
様
の
テ
ロ
攻
撃
が
再
発
す
る
蓋

然
性
が
高
い
状
態
が
継
続
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
政
府
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
に
つ
い
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

二

テ
ロ
攻
撃
と
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て

�

十
一
月
二
十
七
日
答
弁
書
で
い
う
「
あ
る
国
家
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

十
一
月
二
十
七
日
答
弁
書
に
よ
れ
ば
「
安
保
理
が
国
連
憲
章
第
七
章
の
下
で
採
る
こ
と
の
で
き
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を

採
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
加
盟
国
が
国
連
憲
章
第
五
十
一
条
の
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
得
な
く

な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
過
去
の

事
例
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



三

中
立
法
規
の
有
効
性
に
つ
い
て

「
陸
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
及
中
立
人
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
（
明
治
四
十
五
年
条
約
第
五
号
）
及
び
「
海

戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
（
明
治
四
十
五
年
条
約
第
十
二
号
）
の
有
効
性
に
関
し
て
、
政

府
は
「
こ
れ
ら
の
条
約
に
お
け
る
中
立
国
に
係
る
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
（
十
一

月
二
十
七
日
答
弁
書
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
両
条
約
中
、
現
在
も
有
効
な
条
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


